
１ 若者の就職促進、自立支援対策（新規学卒者・未就職卒業者の就
職支援、フリーター等の正規雇用化の推進、ニート等の若年者の職
業的自立支援の強化、学校教育段階からの支援）

２ 女性の就業希望の実現（マザーズハローワーク事業の拡充）
３ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

４ 外国人労働者問題等への適切な対応（相談体制の整備、労働条件
確保等のための的確な指導監督等）

１ 生活保護受給者の自立のための就労支援

２ 地域福祉の推進（貧困・困窮者の「絆」再生事業、生活・住居セーフ
ティネット支援事業）

３ 就労自立を支える「居住セーフティネット」等の整備

１ 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援、遵守の徹底
２ 労働関係法令の履行確保等（個別労働紛争の解決促進等）

１ ジョブ・カード制度の推進
２ 学校教育段階からのキャリア形成支援の推進
３ 介護・福祉、医療等の分野における職業訓練の推進等１ 就職を支援するセーフティネットの強化

（1） 求職者支援制度の創設と担当者制による就職促進
（2） 実習等を通じた就職支援（緊急就職支援事業）
（3） 民間を活用した就職活動の促進（就職活動準備事業による個別
カウンセリング等）

（4） 介護・福祉、医療等における雇用創出
２ 自治体等と連携した就労・生活支援等
（1）自治体とハローワークの協定に基づく就労・生活支援
（2）パーソナル・サポート・モデルプロジェクトの実施
（3）ハローワークにおける住居確保に関する支援
（4）メンタルヘルス相談機能、多重債務相談機能等の強化
（5）地域生活福祉・就労支援協議会におけるワンストップサービスの推
進
（6）非正規労働者へのワンストップによる就労支援

１ 在職中の非正規労働者の均衡待遇・正社員化の推進（「均衡待遇・
正社員化推進奨励金(仮称)」等）

２ 失業者の正社員就職支援（正社員求人確保の積極的な実施）
３ 有期契約労働者の労働条件に関する施策の在り方の検討

４ 労働者派遣法の改正による均衡待遇の推進、派遣労働者雇用安定
化特別奨励金による派遣労働者の直接雇用の促進等

５ 非正規労働者の労働条件の確保等

平成23年度概算要求における主な非正規労働者関連対策の概要
非正規労働者の失業予防、処遇改善、正社員化、生活・早期再就職支援、非正規雇用への流入予防等、非正規労働者の生活・雇用の安定等に資す
る事項について、効果が期待できる事項を抜粋（必ずしも非正規労働者のみを対象とする施策に限らない）。

平成23年度要求額：１，８５３億円（１，２７６億円））

Ⅱ 非正規労働者の多様な形態による正社員化の推進
１７２億円 （７９億円）

Ⅰ ハローワークを拠点とした積極的就労・生活支援（ポジティ
ブ・ウェルフェアの推進）

４７０億円（一部事項要求）（２７９億円）

Ⅲ キャリア形成支援の推進 ４３８億円（４３６億円）

Ⅳ 安心して働くことのできる環境整備 １０７億円 （３６億円）

Ⅴ 暮らしの安心確保 １３６億円

Ⅵ 対象者別の支援 ５９４億円（４５８億円）
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平成 23年度概算要求における主な非正規労働者関連対策の概要 
 

関連対策要求合計額 １，８５３億円（１，２７６億円） 

 本ペーパーは、平成２３年度厚生労働省予算概算要求事項の中から、非正規労働者の失

業予防、処遇改善、正社員化、生活・早期再就職支援、非正規雇用への流入予防等、非正

規労働者の生活・雇用の安定に資する事項について、必ずしも非正規労働者のみを対象と

する施策に限ることなく、効果が期待できる事項を抜粋したものである。 

 

 

 

 

 

 

１ 就職を支援するセーフティネットの強化           ３８８億円（２０８億円） 

 

（１） 求職者支援制度の創設と担当者制による就職促進 

１２０億円（５５億円） 

仕事を探している方で、雇用保険を受給できない方が、生活支援の給付を受給しな

がら無料の職業訓練が受けられる制度を恒久化する（求職者支援制度の創設）。 

また、ハローワークにおいて、訓練終了後の就職の実現に向けて、きめ細かな支援

が必要と判断される方に対する担当者制によるマンツーマン支援を行う。 

 

（２） 実習等を通じた就職支援（緊急就職支援事業）     ２５６億円（１５３億円） 

  十分な技能及び経験を有しない求職者について実習型雇用を経て常用雇用を目指す

事業主への助成や、長期失業者に対する再就職支援を実施する。 

 

（３） 民間を活用した求職活動の促進（就職活動準備事業）（新規）    １１億円 

就職に対する準備不足等から求職者支援制度の職業訓練の受講によりただちに効果

が得にくいと考えられる求職者について、民間に委託して、意欲・能力の向上のため

の個別カウンセリング、生活指導等や職業紹介を実施し、求職者支援制度への円滑な

移行や就職促進を図る。 

 

（４） 介護・福祉、医療等の分野における雇用創出          

介護・福祉、医療等の分野について、雇用創出の基金事業の活用や、事業主に対す

る人材確保の支援等の実施により、地域における雇用創出を図る。 

 

ⅠⅠ  ハハロローーワワーーククをを拠拠点点ととししたた積積極極的的就就労労・・生生活活支支援援（（ポポジジテテ

ィィブブ・・ウウェェルルフフェェアアのの推推進進））              ４７０億円（２７９億円）  
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２ 自治体等と連携した就労・生活支援等              ８２億円（７０億円） 

 

（１） 自治体とハローワークの協定に基づく就労・生活支援（「福祉から就労」支援

事業）                                ３２億円（２６億円） 
生活保護等の福祉を担う地方自治体と就労支援を行うハローワークが協定（支援の

対象者、支援手法、両者の役割分担等）を締結して、地方自治体とハローワークの担

当者により構成するチームが、対象となる生活保護受給者、住宅手当受給者等それぞ

れに対して支援プランを策定し、個別求人開拓や担当者制による職業相談など、積極

的な就労支援を行う。 

 

（２） パーソナル・サポート・モデルプロジェクトの実施（新規）         ４億円 

自立に向けて特に個別的かつ継続的な支援を必要とする求職者に対して、生活支援

から就労支援までの一貫した寄り添い型・伴走型の支援を行うパーソナル・サポータ

ーと一体となって、担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を行う就職支援ナ

ビゲーター（80人）を求職者総合支援センターに配置する。 

 

（３） ハローワークにおける住居確保に関する支援       １２億円（ １２億円） 

住居・生活支援アドバイザー（263名）がハローワークにおいて、住宅手当の申請書

類の作成助言を行う等により、求職者に対する住居確保に関する支援を実施する。 

 

（４） メンタルヘルス相談機能、多重債務相談機能等の強化   ４億円（ ２億円） 

福祉関係者や弁護士会等の民間専門家との連携体制を構築し、自殺対策も含めたメ

ンタルヘルス相談や多重債務相談等を、非正規労働者総合支援センター及び同コーナ

ーに加え、全国の主要なハローワークにおいて実施し、求職者に対する総合生活相談

機能の強化を図る。 

 

（５） 地域生活福祉・就労支援協議会によるワンストップ・サービスの推進（新規） 

２億円 

第二のセーフティネット支援施策等を効果的に実施するため、地域生活福祉・就労

支援協議会を開催し、地域におけるワンストップ・サービス関係機関の一層の連携強

化を図る。 

 

（６） 非正規労働者へのワンストップによる就労支援（一部再掲） 

３２億円（ ３３億円） 

 非正規労働者の総合的な就労・生活支援体制の整備のため、全国に「非正規労働者

総合支援センター」及び同コーナーを設置し、担当者制によるきめ細かな支援と、専
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門家による心理相談・生活支援制度に係る相談及び地方自治体とも連携した生活・住

居相談等を一体的に実施する。 
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１ 在職中の非正規労働者の均衡待遇・正社員化の推進     ２６億円（２８億円） 
中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合して、

「均衡待遇・正社員化推進奨励金（仮称）」を創設し、有期契約労働者及びパートタイム

労働者の均衡待遇、正社員への転換を一体的に推進するとともに、短時間正社員を奨励

対象として、その普及を図る。 

 

２ 失業者の正社員就職支援（新規）                       ５３億円 
ハローワークに、求人開拓推進員（1,600名）を配置し、非正規求人からの転換も含め

た正社員の求人確保を積極的に行い、正社員就職を促進する。 

 

３ 有期契約労働者の労働条件に関する施策の在り方の検討（新規）   

０．１億円 

有期契約労働者の雇用・就業の実態等について調査を行うとともに、有期契約労働者

の労働条件に関する施策の在り方を検討する。 

 

４ 労働者派遣法の改正による均衡待遇の推進等         ８８億円（４８億円） 
改正労働者派遣法案が成立した場合には、これに基づく均衡待遇の配慮義務規定の周

知・指導を行うとともに、派遣労働者雇用安定化特別奨励金（一人 100 万円（有期雇用

50万円）（大企業は半額））を活用し、派遣先における派遣労働者の直接雇用を促進する。

また、違法派遣の適正化を図るため、指導監督を徹底する。 

 

５ 非正規労働者の労働条件の確保等                  ４億円（４億円） 

非正規労働者の労働条件の確保及び改善対策の推進のため、労働基準法等に基づく指

導を徹底するとともに、労働契約法、パートタイム労働法他関係法令に関する周知、啓

発指導を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅡⅡ  非非正正規規労労働働者者のの多多様様なな形形態態にによよるる正正社社員員化化のの推推進進  

                                                      １７２億円（７９億円）  
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１ ジョブ・カード制度の推進                    １１８億円（１３６億円） 

フリーター等の正社員経験の尐ない方等を対象に、企業実習と座学を組み合わせた

実践的な職業訓練の機会を提供し、企業からの評価結果をジョブ・カードに取りまと

めることにより正社員へと導くジョブ・カード制度を着実に実施するとともに、モデ

ル評価シートの拡充等を図る。また、ハローワークにおけるキャリア・コンサルティ

ング機能の強化を図るとともに、公共職業訓練受講者や求職者支援制度における訓練

受講者等へのジョブ・カードの取得を推進するため、民間教育訓練機関やジョブ・カ

ードセンターへのキャリア・コンサルタントの配置を推進する。 

 

２ 学校教育段階からのキャリア形成支援の推進     ０．４億円（０．２億円） 

 本格的な進路決定の前段階にある中学校段階に焦点を当て、実践的なキャリア教育を担

う専門人材を養成するための講習事業を推進する。また、大学等の在学段階からのジョ

ブ・カードの取得を促進するため、様式の開発等を実施する。 

 

３ 介護・福祉、医療等の分野における職業訓練の推進等 

３２０億円（３００億円） 

大学・短大等の学校教育機関を含む多様な訓練機関を活用し、介護・福祉、医療、情

報通信等の成長分野における職業訓練を推進する。また、民間活用と成功報酬制度の組

合せにより、職業訓練の効果を向上させ、訓練修了者の就職の一層の促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅢⅢ  キキャャリリアア形形成成支支援援のの推推進進                ４３８億円（４３６億円）  
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１ 最低賃金の引上げ                           ６８億円（７億円） 

 

（１） 最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援（新規）        ６２億円 
雇用戦略対話における合意を踏まえ、労使関係者とも調整を行いつつ、最低賃金の

引上げの円滑な実施を図るため、中小企業応援センター（中小企業庁委託事業）及び

地域の中小企業団体に、生産性の向上等の経営改善に取り組む中小企業の労働条件管

理などの相談等にワンストップで対応する相談窓口を設けるとともに、業種別中小企

業団体が賃金底上げを図るための取組等を行う場合に助成を行う。 

また、最低賃金の引上げに先行して、賃金を計画的に８００円以上に引き上げる場

合の奨励金の支給（１５万円～７０万円）や、当該計画に併せて省力化設備の導入等

を行う場合に助成（１／２）を行う。（平成２３年４月１日現在の最低賃金額が６８０

円以下の県を対象） 

 

（２） 最低賃金の遵守の徹底                     ６億円（７億円） 
  最低賃金の引上げに伴い、各種広報媒体の活用による周知及び最低賃金の履行確保

上問題があると考えられる地域、業種等の事業場を対象として監督指導を実施するこ

とにより、国民に対して最低賃金の周知・徹底を図る。 

 

 

２ 労働関係法令の履行確保等             ３９億円（２９億円） 

 

（１） 労働関係法令の履行確保及び個別労働紛争の解決促進 

                      ２０億円（２０億円） 

労働基準関係法令の履行確保のため、労働基準関係行政の強化を図る。また、増加

を続ける個別労働紛争（個々の労働者と事業主との間における職場のトラブル）の円

滑かつ迅速な解決の促進を図るため、適切な窓口サービスを実施するための体制の強

化及び一層の業務効率化を図る。 

 

（２） 働く人たちのためのルールに関する教育の実施（再掲） 

０．３億円（０．２億円） 

増加している個別労働紛争の未然防止、早期解決を図るため、労働者等に対し、労

働契約法等の労働関係法令の教育、情報提供等を実施する。 

 

Ⅳ 安心して働くことのできる環境整備    １０７億円（３６億円） 
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（３） 労働保険の適用促進                         ８億円（９億円） 

労働者のセーフティネットである労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平を期

すため、労働保険の未手続事業一掃対策を推進する。特に、非正規労働者に対する雇

用保険の適用範囲の拡大（６か月以上→３１日以上）について、事業主に対する周知

等を通じて、着実な実施に取り組む。 

 

（４） 改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行（再掲）            ９億円 

改正労働者派遣法案が成立した場合には、日雇い派遣の原則禁止や均衡待遇、労働

契約申込みみなし制度等について、円滑かつ着実に施行するための周知・指導を行う。

また、違法派遣の適正化を図るため、指導監督を徹底する。 
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１ 生活保護受給者の自立のための就労支援        

 生活保護受給者に対する就労支援の充実のため、引き続き、福祉事務所等に配置する

就労支援員の確保を図る。 

 

 

２ 地域福祉の推進                                 １３６億円 

 

（１） 貧困・困窮者の「絆」再生事業（新規）                    ７６億円 

 やむなく路上生活を送っている方や地域において孤立し様々な生活課題を抱えてい

る方などに、住まいの確保や食事の提供、心や健康に関する相談を行うなどの総合的

な支援を行うＮＰＯ等の民間団体に対し、新たに活動助成を行う。（全国で２５０程度

の団体）これにより、「新しい公共」の仕組みを活用し、支援の対象となる方々の地域・

社会へのつながり（絆）の再構築を図る。 

 

（２） 生活・居住セーフティネット支援事業（新規）            ６０億円 

  「貧困・困窮者の「絆」再生事業」に加え、やむなく路上生活を送っている方や地域

において孤立し様々な生活課題を抱えている方などに対し、必要な生活費や債務整理

費用等を融資（生活福祉資金）することにより、生活・居住セーフティネットを強化

する。 

 

 

３ 就労自立を支える「居住セーフティネット」等の整備          

雇用と住居を失った者等の住居の確保を図り就労自立を支援するため、引き続き緊急

雇用創出事業臨時特例基金による住宅手当の給付等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 暮らしの安心確保                      １３６億円 
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１ 若年者の就職促進、自立支援                ４０８億円（ ３１３億円） 

 

（１） 新規学卒者、未就職卒業者の就職支援         １３２億円（ ５２億円） 

① 新卒者支援の強化等                             ６０億円（ ５２億円） 

平成 23年度卒業予定者が早期に内定を得られるよう、ハローワークに学卒ジョブ

サポーター（仮称）を配置するとともに、大学との連携を一層強化し、求人の確保等

就職面接会の開催への協力や大学主催の企業説明会等への出張による就職活動の相

談等、大学と一体となった取組を進める。 

また、保護者等も含めた在学中早期からの働く意義や職業生活についての講習、地

元企業を活用した高校内企業説明会、関係者への積極的な情報発信等を実施するとと

もに、新卒者の求人確保に向けて強力に取り組むなどにより、新規学卒者の就職支援

を更に強化する。 

 

② 未就職卒業者の早期就職支援（新規）                           ７３億円 

新規学卒時に正規雇用として就職できなかった者を採用した企業に対し奨励金（卒

業後 3年以内の既卒者：正規雇用から 6か月後に 100万円、新卒者：有期雇用期間（原

則 3か月）1人月 10 万円及びその後の正規雇用から 3か月後に 1人 50万円）を支給す

る「新卒者就職実現プロジェクト」を実施するとともに、採用拡大に向け、企業に好

事例を発信するなどにより、未就職卒業者の早期就職を推進する。 

 

（２） フリーター等の正規雇用化の推進          ２５６億円（ ２４１億円） 
ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置(398名)し、担当者制による個別支援

を徹底するとともに、フリーター等を、一定の有期雇用を経て正規雇用で採用する企

業に対する奨励措置の拡充（有期雇用：1人 4万円・最大 3か月、その後正規雇用へ移

行した場合：中小企業 100万円、大企業 50 万円、対象者：25歳以上～40歳未満→40

歳未満）等により、フリーター等の正規雇用化に向けた一層の取組の推進を図る。 

 

（３） ニート等の若者の職業的自立支援の強化         ２０億円（ ２０億円） 
地域若者サポートステーション事業について、NPO等を活用し、その設置拠点を拡

充（100か所→110か所）するとともに、アウトリーチ（訪問支援）による支援窓口へ

の誘導体制を整備し、ニート等の縮減を図る。 

 

 

Ⅵ 対象者別の支援               ５９４億円（ ４５８億円） 



- 10 - 

 

（４） 就業実現に向けた学校教育段階からの支援の推進(再掲) 

                      ４９億円（５億円） 
大学等の在学段階からのジョブ・カードの取得促進、保護者等も含めた在学中早期

からの働く意義や職業生活についての講習等、就職に向けた支援の実施などにより、

学校教育段階からの就業支援を推進する。 

 

 

２ 女性の就業希望の実現                   ２２億円（２１億円） 

 

○ マザーズハローワーク事業の拡充 
  事業拠点の増設（163 か所→168か所）等、マザーズハローワーク事業を拡充する。 

 

 

３ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進        １１１億円（１０７億円） 

 

（１） ひとり親家庭の就業支援等の推進               ３６億円（３５億円） 

母子家庭等の自立を推進するため、地域の実情に応じた就業支援等の事業を推進す

る。また、ハローワーク等と連携し、個々の家庭の状況・ニーズに応じた自立支援プ

ログラムを策定する事業については、父子家庭についても当該事業の対象にするなど

の充実を図る。 

 

（２） マザーズハローワーク事業の拡充（再掲）           ２２億円（２１億円） 

 

（３） 自立を促進するための経済的支援               ５２億円（５０億円）            

母子家庭や寡婦の自立を促進するため、技能取得等に必要な資金の貸付けを行う母

子寡婦福祉貸付金による経済的支援を行う。 

 

 

４ 外国人労働者問題等への適切な対応            ２２億円（２７億円） 

増加する外国人労働者からの相談等に適切に対応するための体制を整備するととも

に、外国人労働者の労働条件の確保等のため、的確な監督指導、関係機関との効果的

な連携等を推進する。 

 


